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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒の内周に、第１カム溝、及び光軸方向において前記第１カム溝とは異なる位置であっ
て一方側の端部に位置する第２カム溝が形成されたカム筒と、
　前記カム筒の内周側に配置され、且つ、前記第１カム溝に挿入される第１カムピン、及
び前記カム筒が回転することで前記第１カム溝内を移動する前記第１カムピンを保持する
弾性部と、を有するレンズ保持部材と、
を有するレンズ鏡筒の組立方法であって、
　前記第２カム溝は、前記カム筒の全周に設けられており、
　前記カム筒の径方向から見た場合、前記カム筒の径方向について、前記第２カム溝の光
軸方向の両側に設けられた導入部は、前記第１カム溝よりも前記カム筒の内側に向かい突
出しており、
　前記レンズ保持部材を前記カム筒に組み込む場合、前記第１カムピンは、前記弾性部が
前記径方向について前記カム筒の内側に向かい弾性変形することで前記第２カム溝の導入
部を乗り越えて前記第１カム溝に挿入されることを特徴とするレンズ鏡筒の組立方法。
【請求項２】
　前記カム筒の外側に設けられ、且つ前記レンズ保持部材を直進規制する直進溝を有する
直進筒を備え、
　前記直進溝には、前記直進溝から前記第１カムピンの脱落を防止する脱落規制部が設け
られていない第１領域と、前記第１領域よりも光軸方向について他方側に前記脱落規制部
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が設けられている第２領域を有し、前記径方向から見た場合、前記第１領域に重なる位置
に前記第２カム溝の導入部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のレンズ鏡
筒の組立方法。
【請求項３】
　前記カム筒の径方向から見た場合、前記カム筒の径方向について、前記第１カムピンの
先端は前記カム筒の外側に向かい突出したテーパー形状であり、且つ、前記第２カム溝の
光軸方向の両側に設けられた導入部の先端は、前記カム筒の径方向について、前記カム筒
の内側に向かい突出したテーパー形状であることを特徴とする請求項１または２に記載の
レンズ鏡筒の組立方法。
【請求項４】
　前記直進筒の内周に前記第２カム溝に係合する第２カムピンを有することを特徴とする
請求項１乃至３の何れか一項に記載のレンズ鏡筒の組立方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラなどの撮像装置のレンズ鏡筒に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮像装置は、ズーム機構を用いてレンズ鏡筒のレンズユニットを光軸方向に移動させる
ことによりズーミングが可能である。例えば、直進溝を備えた固定筒の外周にカム溝を備
えたカム筒を配置し、レンズ群を直進溝に直進ガイドさせながらカム溝に追従させる。こ
れにより、カム筒を回転させてレンズユニットを光軸方向に移動させることにより、ズー
ミングを行うことができる。また、複数のレンズユニットを駆動するには、複数のレンズ
ユニットに対応する複数のカム溝をカム筒に形成する必要がある。
【０００３】
　特許文献１には、カム溝にレンズユニットのフォロワ手段を組み込むためのカム溝導入
部を、他のカム溝と干渉しないように迂回して配置し、互いのカム溝が干渉しないように
構成されたズームレンズ鏡筒が開示されている。特許文献２には、外周からカムフォロワ
をレンズホルダに挿入可能なレンズ鏡筒が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２１５０４２号公報
【特許文献２】特開２００５－１１５１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の構成では、カム溝を大きく迂回させてカム溝の経路を長く
するため、カム筒の内周における必要な表面積が増加し、大きいカム筒を用いる必要があ
る。特許文献２の構成では、カム筒の内部にレンズホルダを組み込んだ後、カム筒の側面
に形成された開口からフォロワピンのみを挿入してレンズホルダに組み込むことができる
。ただしこの場合、カム筒の外周に開口を形成する必要があり、また外部から別体のフォ
ロワを組み込む必要もある。このため、部品点数が増え、組み立て作業も煩雑となる。
【０００６】
　そこで本発明は、小型かつ簡易な構成で容易に組み立て可能なレンズ鏡筒の組立方法を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一側面としてのレンズ鏡筒の組立方法は、筒の内周に、第１カム溝、及び光軸
方向において前記第１カム溝とは異なる位置であって一方側の端部に位置する第２カム溝
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が形成されたカム筒と、前記カム筒の内周側に配置され、且つ、前記第１カム溝に挿入さ
れる第１カムピン、及び前記カム筒が回転することで前記第１カム溝内を移動する前記第
１カムピンを保持する弾性部と、を有するレンズ保持部材と、を有するレンズ鏡筒の組立
方法であって、前記第２カム溝は、前記カム筒の全周に設けられており、前記カム筒の径
方向から見た場合、前記カム筒の径方向について、前記第２カム溝の光軸方向の両側に設
けられた導入部は、前記第１カム溝よりも前記カム筒の内側に向かい突出しており、前記
レンズ保持部材を前記カム筒に組み込む場合、前記第１カムピンは、前記弾性部が前記径
方向について前記カム筒の内側に向かい弾性変形することで前記第２カム溝の導入部を乗
り越えて前記第１カム溝に挿入されることを特徴とする。
 
【０００９】
　本発明の他の目的及び特徴は、以下の実施形態において説明される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、小型かつ簡易な構成で容易に組み立て可能なレンズ鏡筒の組立方法を
提供することができる。
 
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態におけるレンズ鏡筒の第二レンズ保持手段およびカム筒の斜視図であ
る。
【図２ａ】本実施形態におけるレンズ鏡筒の収納状態（電源ＯＦＦ時）の断面図である。
【図２ｂ】本実施形態におけるレンズ鏡筒の操出状態（電源ＯＮ時）の断面図である。
【図３】本実施形態におけるレンズ鏡筒の第二レンズ保持手段の斜視図である。
【図４】本実施形態におけるレンズ鏡筒のカム筒の断面図である。
【図５ａ】本実施形態におけるレンズ鏡筒の断面図である。
【図５ｂ】本実施形態におけるレンズ鏡筒の断面図である。
【図６ａ】本実施形態におけるレンズ鏡筒の断面図である。
【図６ｂ】本実施形態におけるレンズ鏡筒の断面図である。
【図７ａ】本実施形態におけるレンズ鏡筒を備えた撮像装置の外観斜視図である。
【図７ｂ】本実施形態における撮像装置の背面図である。
【図８】本実施形態における撮像装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
　まず、図７ａ、図７ｂ、および、図８を参照して、本実施形態におけるレンズ鏡筒を備
えた撮像装置について説明する。図７ａは、撮像装置（デジタルカメラ２３）の外観斜視
図（正面斜視図）である。図７ｂは、撮像装置の背面図である。図８は、撮像装置のブロ
ック図である。本実施形態のデジタルカメラ２３は、撮影位置と収納位置との間で光軸方
向にレンズユニットを移動して撮影倍率を変更するズーム機構を備える。
【００１４】
　図７ａに示されるように、デジタルカメラ２３の正面には、被写体の構図を決定するフ
ァインダ２１、測光および測距（焦点検出）を行う際に用いられる補助光源２０、ストロ
ボ２２、および、レンズ鏡筒６（鏡筒部）が配置されている。また、デジタルカメラ２３
の上面には、レリーズボタン１７、ズームスイッチ１８、および、電源切換えボタン１９
が配置されている。図７ｂに示されるように、デジタルカメラ２３の背面には、操作ボタ
ン２６～３１、ＬＣＤなどのディスプレイ２５（液晶部）、および、ファインダ接眼部２
４が配置されている。
【００１５】
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　ディスプレイ２５は、メモリ３８に保存された画像データやメモリカードから読み込ん
だ画像データを画面上に表示する画像表示手段である。制御部（制御系）は、ＣＰＵ４４
、ＲＯＭ４３、および、ＲＡＭ４５により構成されている。制御部は、バス４２を介して
、レリーズボタン１７、操作ボタン２６～３１、ディスプレイ２５、メモリ３８、および
、メモリカードドライブ４０などの各種の構成要素と接続されている。
【００１６】
　駆動回路４１は、バス４２を介して制御部と接続されている。また駆動回路４１は、ズ
ーム機構３２、フォーカス駆動機構１６、シャッタ駆動機構３３、絞り駆動機構３４、Ｃ
ＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子１５、および、ストロボ２２の各部と接続されており、各
部は制御部からの信号に基づいて制御される。ズーム機構３２は、モータを介してレンズ
鏡筒６（鏡筒部）を駆動する。フォーカス駆動機構１６は、モータを介してフォーカスレ
ンズ１２を駆動する。シャッタ駆動機構３３は、シャッタ７ａを駆動する。絞り駆動機構
３４は、絞り７ｂを駆動する。撮像素子１５は、レンズ鏡筒６のレンズユニットを介して
形成された光学像（被写体像）を光電変換して画像信号を出力する。このような構成によ
り、駆動回路４１は、制御部（ＣＰＵ４４）からの信号に基づいて各部の駆動を制御する
。
【００１７】
　ＲＯＭ４３には、前述の各部の機能を制御する各種の制御プログラムが記憶されている
。ＲＡＭ４５には、各種の制御プログラムに必要なデータが記憶されている。アナログ信
号処理部３５は、撮像素子１５から出力された画像データに対してアナログ処理を施し、
Ａ／Ｄ変換部３６に出力する。Ａ／Ｄ変換部３６は、撮像素子１５から得られたアナログ
データをデジタルデータに変換し、デジタル信号処理部３７に出力する。デジタル信号処
理部３７は、Ａ／Ｄ変換部３６で変換されたデジタルデータに対して所定の処理を行い、
画像データとしてメモリ３８に出力する。そして画像データは、メモリ３８に記憶される
。
【００１８】
　メモリ３８に記憶された画像データに対しては、操作ボタン２７の操作に応じて、圧縮
伸張部３９によるＪＰＥＧやＴＩＦＦなどの圧縮処理が施される。画像データは、圧縮伸
張部３９による圧縮処理後、メモリカードドライブ４０に装着されたメモリカードに出力
されて記憶される。また圧縮伸張部３９は、メモリ３８に記憶された画像データやメモリ
カードに記憶された画像データの伸張処理を行う。伸張処理後の画像データは、バス４２
を介して、ディスプレイ２５（表示部）に表示することが可能である。ユーザは、ディス
プレイ２５に表示された画像を見て、その画像が不要であると判断した場合、操作ボタン
２８の操作によってその画像を消去することができる。
【００１９】
　次に、図１乃至図３を参照して、デジタルカメラ２３に設けられたレンズ鏡筒６の構成
について説明する。図１は、本実施形態におけるレンズ鏡筒６の第二レンズ保持手段２お
よびカム筒３の斜視図である。図２ａは、レンズ鏡筒６の収納状態（電源オフ時）の断面
図である。図２ｂは、レンズ鏡筒６の操出状態（電源オン時）の断面図である。図３は、
第二レンズ保持手段２の斜視図である。
【００２０】
　図２ａおよび図２ｂに示されるように、レンズ鏡筒６は、第一レンズユニット５、第二
レンズユニット１、第三レンズユニット８、第四レンズユニット１０、および、フォーカ
スレンズ１２（フォーカスレンズユニット）を有する。第一レンズユニット５は、第一レ
ンズ保持手段６１により保持されている。第一レンズ保持手段６１の背後（像側）には、
第二レンズユニット１を保持する第二レンズ保持手段２が配置されている。第二レンズ保
持手段２の背後（像側）には、シャッタ７ａ（シャッタユニット）および絞り７ｂ（絞り
ユニット）が一体的に構成された絞り・シャッタ手段７が配置されている。絞り・シャッ
タ手段７の背後（像側）には、第三レンズユニット８を保持する第三レンズ保持手段９が
配置されている。第三レンズ保持手段９の背後（像側）には、第四レンズユニット１０を
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保持する第四レンズ保持手段１１が配置されている。第四レンズ保持手段１１の背後（像
側）には、フォーカスレンズ１２を保持するフォーカスレンズ保持手段１３が配置されて
いる。
【００２１】
　図１、図２ａ、および、図２ｂに示されるように、レンズ鏡筒６は固定筒４を有する。
固定筒４の外周には、カム筒３が設けられている。また、最も背面側（像側）には、撮像
素子１５を保持する撮像素子保持手段１４が設けられている。また、フォーカス駆動機構
１６（フォーカス駆動手段）は、撮像素子保持手段１４の前方（物体側）に固定されてい
る。フォーカス駆動機構１６であるモータにはスクリューが具備されており、フォーカス
レンズ保持手段１３がその動作に追従可能に構成されている。このような構成により、フ
ォーカスレンズ１２は光軸ＯＡに沿った前後方向（光軸方向）に移動可能であり、撮像装
置全体のピントを合わせる（焦点調節を行う）ことができる。
【００２２】
　カム筒３の内周には、カム溝３ａ（第二カム溝）が形成されている。カム溝３ａには、
固定筒４に設けられたフォロワ手段４ａが当接するように構成されている。カム筒３の外
周には、カム溝３ｆ（第一レンズ追従カム溝）が形成されている。第一レンズ保持手段６
１は、カム溝３ｆに追従するように構成されている。カム筒３の内周には、カム溝３ｃ（
第二レンズ追従カム溝）が形成されている。第二レンズ保持手段２に設けられたフォロワ
手段２ａは、カム溝３ｃに追従するように構成されている。またカム筒３の内周には、他
の複数のカム溝が形成されている。絞り・シャッタ手段７、第三レンズ保持手段９、およ
び、第四レンズ保持手段１１は、これらの複数のカム溝のそれぞれに追従するように構成
されている。
【００２３】
　固定筒４には、直進規制手段４ｂが設けられている。直進規制手段４ｂは、第二レンズ
保持手段２を直進ガイドする。また固定筒４には、不図示のガイドバーが取り付けられて
おり、絞り・シャッタ手段７、第三レンズ保持手段９、および、第四レンズ保持手段１１
が直進ガイドされる。固定筒４の先端付近（最も物体側の近傍）には、第一レンズ保持手
段６１を直進ガイドするための直進規制手段４ｄが設けられている。直進規制手段４ｄは
、第一レンズ保持手段６１の内周に形成された第一直進溝６ａに嵌合して規制を行うこと
により、第一レンズ保持手段６１を直進ガイドする。
【００２４】
　図３に示されるように、第二レンズ保持手段２は、その背面（外面）に、３つの梁形状
部を有する。３つの梁形状部のそれぞれの先端には、フォロワ手段２ａが設けられている
。３つの梁形状部のそれぞれは、第二レンズ保持手段２の径方向（光軸直交方向）に撓む
ことが可能な弾性力を有する（弾性変形可能な）弾性手段２ｂである。本実施形態におい
て、フォロワ手段２ａおよび弾性手段２ｂは、周方向に等分に（略１２０度間隔で）配置
されている。ただし本実施形態において、フォロワ手段２ａ（弾性手段２ｂ）の個数や配
置間隔はこれに限定されるものではない。
【００２５】
　次に、図４乃至図６ｂを参照して、第二レンズ保持手段２をカム筒３に組み込む際の様
子について説明する。図４は、カム筒３の断面図である。図５ａは、レンズ鏡筒６の断面
図（側面断面図）であり、第二レンズ保持手段２がカム筒３に組み込まれる状態を示して
いる。図５ａの左側図は、右側図中の領域Ａ１の拡大図である。図５ｂは、レンズ鏡筒６
の断面図（側面断面図）である。図６ａは、レンズ鏡筒６の断面図（正面断面図）であり
、図５ａ中の線Ｘ－Ｘで切断した断面図を示している。図６ａの左側図は、右側図中の領
域Ａ２の拡大図である。図６ｂはレンズ鏡筒６の断面図であり、左側図はレンズ鏡筒６の
側面断面図、右側図は図５ｂ中の範囲Ｄ１における正面断面図の拡大図をそれぞれ示して
いる。
【００２６】
　図５ａに示されるように、固定筒４に対してカム筒３が一体的に組み込まれた状態で、
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第二レンズ保持手段２を前方（物体側）から挿入する。このとき、カム筒３の内周に形成
されているカム溝３ｃ（第一カム溝）の延長上にあるカム導入溝３ｇと、固定筒４に設け
られている直進規制手段４ｂとの位相を合わせてから、第二レンズ保持手段２のフォロワ
手段２ａを同じ位相に合わせて挿入する。なお本実施形態において、カム導入溝３ｇはカ
ム溝３ｃの一部であり、カム導入溝３ｇおよびカム溝３ｃの両方をまとめてカム溝３ｃと
呼ぶ場合がある。
【００２７】
　図４および図５ａに示されるように、カム筒３に形成されているカム導入溝３ｇの前方
（物体側）には、固定筒４に設けられたフォロワ手段４ａが当接するように構成されたカ
ム溝３ａ（第二カム溝）が、周方向に沿ってカム筒３の全周に設けられている。本実施形
態において、カム溝３ａの深さ（周方向と直交する方向すなわち径方向におけるカム溝３
ａの深さ）は、カム導入溝３ｇの深さよりも深い。また本実施形態において、カム導入溝
３ｇは、カム筒３の前面（物体側の端部）まで延びておらず、カム溝３ａにより遮断され
ている（カム溝３ａよりも像側の位置において途切れている）。またカム筒３には、カム
溝３ａに沿って遮断リブ３ｂ（遮断部）が設けられている。遮断リブ３ｂの存在により、
カム溝３ｃはカム筒３の外部（物体側の端部すなわちカム溝３ａ）まで延びることができ
ない。このような構成により、カム溝３ａは周方向において分断されることなく、カム筒
３の全周に形成することができる。
【００２８】
　図６ｂに示されるように、第二レンズ保持手段２をカム筒３に組み込む際には、第二レ
ンズ保持手段２に設けられた弾性手段２ｂが矢印で示される方向（内周方向すなわち径方
向）に向かって撓む（弾性変形する）。これにより、弾性手段２ｂ上に設けられたフォロ
ワ手段２ａが内周方向（径方向）に変位する。その状態で第二レンズ保持手段２をカム筒
３の内部（像側方向）に押しこむことにより、フォロワ手段２ａはカム筒３のカム溝３ａ
および遮断リブ３ｂを乗り越えることができる。そして、フォロワ手段２ａがカム導入溝
３ｇに到達すると、フォロワ手段２ａとカム導入溝３ｇとが当接する。これにより、カム
溝３ｃがカム筒３の前面（第二レンズ保持手段２をカム筒３に組み込む際の第二レンズ保
持手段２の挿入面である物体側の面）まで延びていなくても、フォロワ手段２ａとカム溝
３ｃとを当接（嵌合）させることが可能となる。
【００２９】
　なお、カム筒３にカム溝３ａが存在せず、カム溝３ｃがカム筒３の内部にのみ形成され
、カム溝３ｃの導入部がカム筒３の外部（前面）まで延びていない場合でも、弾性手段２
ｂが撓むことによりフォロワ手段２ａをカム溝３ｃに嵌合させることができる。導入部を
カム溝に設けなくても、フォロワ手段２ａをカム溝３ｃに嵌合させることが可能となるた
め、レンズ鏡筒６の設計レイアウトの自由度が増す。
【００３０】
　図４および図５ａに示されるように、カム筒３の前方（物体側）には、斜面形状の誘い
込みである導入斜面３ｄ（第一導入部）が形成されている。このため、フォロワ手段２ａ
を導入斜面３ｄ（第一導入斜面）に前方から押しこむことにより、フォロワ手段２ａおよ
び弾性手段２ｂがカム筒３の内周側に変位（変形）しやすくなり、第二レンズ保持手段２
とカム筒３との組み立てが容易となる。また本実施形態において、カム導入溝３ｇと遮断
リブ３ｂとの境界にも、導入斜面３ｄと逆の斜面形状を有する導入斜面３ｅ（第二導入部
）が形成されている。これにより、第二レンズ保持手段２をカム筒３から分解する（すな
わち、第二レンズ保持手段２を組み立て時とは逆方向である物体側に移動させる）ことも
容易となる。
【００３１】
　図６ａに示されるように、第二レンズ保持手段２のフォロワ手段２ａには、周方向（Ｒ
方向）に脱落防止リブ２ｃ（突起部）が設けられている。固定筒４には、フォロワ手段２
ａを直進ガイドする直進規制手段４ｂが形成されている。これにより、脱落防止リブ２ｃ
の外縁（先端部）が直進規制手段４ｂに当接するように構成されている。また図６ａに示
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されるように、固定筒４には、カム筒３のカム溝に追従するように設けられたフォロワ手
段４ａ－１（固定フォロワ手段）および弾性力により内周方向（径方向）に変位可能なフ
ォロワ手段４ａ－２、４ａ－３（弾性フォロワ手段）が設けられている。
【００３２】
　フォロワ手段２ａは弾性手段２ｂの上に設けられているため、レンズ鏡筒６（デジタル
カメラ２３）の使用時に衝撃を受け、または落下させると、その影響によりフォロワ手段
２ａ（弾性手段２ｂ）が内周側に撓む可能性がある。このため、固定筒４の直進規制手段
４ｂの内周側において、リブ形状を有するフォロワ脱落規制部４ｃ（脱落規制部）が直進
規制手段４ｂの両側に設けられている。このような構成により、仮にフォロワ手段２ａ（
弾性手段２ｂ）が内周側に撓んだ場合でも、脱落防止リブ２ｃがフォロワ脱落規制部４ｃ
に当接することにより、フォロワ手段２ａがカム溝３ｃから脱落するのを効果的に防止す
ることができる。
【００３３】
　第二レンズ保持手段２をカム筒３に組み込む際には、フォロワ手段２ａがカム溝３ａを
乗り越えるために弾性手段２ｂの弾性力により内周側に移動する。このとき、脱落防止リ
ブ２ｃが固定筒４と干渉しないように構成することが好ましい。このため、フォロワ手段
２ａがカム溝３ａを乗り越えて内周側にはみ出す範囲（範囲Ｄ１）においては、直進規制
手段４ｂにフォロワ脱落規制部４ｃを設けず、それ以外の範囲（範囲Ｄ２）にのみフォロ
ワ脱落規制部４ｃを設けるように構成する。図６ｂの右側図（図５ｂの範囲Ｄ１における
正面断面図の拡大図）に示されるように、範囲Ｄ１において、直進規制手段４ｂにはフォ
ロワ脱落規制部４ｃが形成されていない。
【００３４】
　このように本実施形態のレンズ鏡筒６は、カム溝３ｃ（第一カム溝）が形成されたカム
筒３と、カム溝３ｃに追従可能なフォロワ手段２ａを有するレンズ保持手段（第二レンズ
保持手段２）とを有する。レンズ保持手段は、カム筒３の径方向に弾性的に変位可能な弾
性手段２ｂを備え、フォロワ手段２ａは、弾性手段２ｂの上に設けられている。カム溝３
ｃは、カム筒３の端部（物体側の端部）を含まない所定の範囲内において形成されている
。また、レンズ保持手段をカム筒３に組み込む際に、フォロワ手段２ａは、弾性手段２ｂ
がカム筒３の径方向に弾性変形しながらカム筒３の内部に侵入し（物体側から像側へ移動
し）、カム溝３ｃに挿入される（カム溝３ｃに当接する）。
【００３５】
　また好ましくは、カム筒３には、第二カム溝（カム溝３ａ）が形成されており、カム溝
３ｃは、第二カム溝を含まない所定の範囲内において形成されている。レンズ保持手段を
カム筒３に組み込む際に、フォロワ手段２ａは、弾性手段２ｂがカム筒３の径方向に弾性
変形しながら第二カム溝から退避してカム筒３の内部に侵入し、カム溝に挿入される。よ
り好ましくは、レンズ鏡筒６は、第二カム溝に追従可能な固定筒フォロワ手段（フォロワ
手段４ａ）を有する固定筒４を有する。カム筒３は、固定筒４に対して周方向に回転可能
である。
【００３６】
　好ましくは、固定筒４は、レンズ保持手段を直進規制する直進規制手段４ｂを有する。
レンズ保持手段のフォロワ手段２ａは、直進規制手段４ｂにより直進ガイドされることに
より、レンズ保持手段は固定筒４に対して直進移動可能である。より好ましくは、レンズ
保持手段のフォロワ手段２ａには、直進規制手段４ｂからの脱落を防止する突起部（脱落
防止リブ２ｃ）が設けられている。より好ましくは、直進規制手段４ｂには、直進規制手
段４ｂからのフォロワ手段２ａの脱落を防止する脱落規制部（フォロワ脱落規制部４ｃ）
が設けられている。より好ましくは、直進規制手段４ｂは、第二カム溝から所定の距離よ
りも近い第一領域（範囲Ｄ１）およびこの所定の距離よりも遠い第二領域（範囲Ｄ２）に
形成されている。脱落規制部は、直進規制手段４ｂのうち第二領域に設けられており、第
一領域には設けられていない。また好ましくは、固定筒フォロワ手段は、弾性力により変
位可能なフォロワ手段４ａ－２、４ａ－３を含む。
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　好ましくは、カム筒３には、カム筒３の端部と第二カム溝との間において、斜面形状を
有する第一導入部（導入斜面３ｄ）が設けられている。より好ましくは、カム筒３には、
第二カム溝に関してカム筒３の端部との反対側において、第一導入部の斜面形状とは逆の
斜面形状を有する第二導入部（導入斜面３ｅ）が設けられている。また好ましくは、カム
筒３には、カム溝３ｃと第二カム溝との間に、カム溝３ｃから延長したカム導入溝３ｇが
形成されている。レンズ保持手段をカム筒３に組み込む際に、フォロワ手段２ａは、カム
導入溝３ｇに挿入された後にカム溝３ｃに挿入される（フォロワ手段２ａは、カム導入溝
３ｇに当接した状態で像側へ移動し、カム溝３ｃに当接する）。
【００３８】
　本実施形態のレンズ鏡筒では、鏡筒外形を大きくせず、さらに部品を増やすことなく、
複数のカム溝を交差して配置することができ、設計の自由度を向上させることが可能とな
る。また本実施形態のレンズ鏡筒は、落下や衝撃に強く、組立作業性にも優れている。こ
のため本実施形態によれば、小型かつ簡易な構成で容易に組み立て可能なレンズ鏡筒およ
び撮像装置を提供することができる。
【００３９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００４０】
　本実施形態のデジタルカメラ２３は、レンズ鏡筒６と撮像素子１５を有する撮像装置本
体とが一体的に構成された撮像装置であるが、これに限定されるものでない。本実施形態
は、撮像装置本体に対して着脱可能なレンズ装置（レンズ鏡筒６）にも適用可能である。
【符号の説明】
【００４１】
２　　レンズ保持手段
２ａ　フォロワ手段
２ｂ　弾性手段
３　　カム筒
３ｃ　カム溝
６　　レンズ鏡筒



(9) JP 6576030 B2 2019.9.18

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】 【図３】



(10) JP 6576030 B2 2019.9.18

【図４】 【図５ａ】

【図５ｂ】 【図６ａ】



(11) JP 6576030 B2 2019.9.18

【図６ｂ】 【図７ａ】

【図７ｂ】 【図８】



(12) JP 6576030 B2 2019.9.18

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－１１５１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１９５８１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６３－０８８８１１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１０－０７２０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２７７７１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１７８３０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／０２５３７９３（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００７－０４７２８４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　　　７／０２　－　７／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

